
 

 

第一六四回 

閣第三二号 

   中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する

法律の一部を改正する等の法律案 

 （中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律の一部改正） 

第一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関す

る法律（平成十年法律第九十二号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    中心市街地の活性化に関する法律 

  目次を次のように改める。 

 目次 

  第一章 総則（第一条―第七条） 

  第二章 基本方針（第八条） 

  第三章 基本計画の認定等（第九条―第十五条） 

  第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置 

   第一節 認定中心市街地における特別の措置（第十六条―第三十九条） 

   第二節 認定特定民間中心市街地活性化事業に対する特別の措置（第四十条―第

五十条） 

   第三節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置（第五十一条―第五十五

条） 

  第五章 中心市街地活性化本部（第五十六条―第六十五条） 

  第六章 雑則（第六十六条―第七十三条） 

  附則 

  第一条を次のように改める。 

  （目的） 

 第一条 この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性

にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済

情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上

（以下「中心市街地の活性化」という。）を総合的かつ一体的に推進するため、中

心市街地の活性化に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基

本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づ

く事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって

地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に

寄与することを目的とする。 

  第二条第三号中「において市街地の整備改善及び商業等の活性化を」を「における



 

 

都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ」に改める。 

  第三条を次のように改める。 

  （基本理念） 

 第三条 中心市街地の活性化は、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であるこ

とを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさ

わしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び

関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんが

み、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われ

なければならない。 

  第四十一条の見出しを削り、同条第一項中「第三十六条」を「第二十六条又は第五

十条」に改め、同条第二項を削り、同条を第七十二条とし、同条の次に次の一条を加

える。 

 第七十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 

  第四十条を第六十九条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。 

  （罰則） 

 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

  一 第三十七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 

  二 第五十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者 

 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

  一 第三十条第一項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心

市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第二十八条の規定によ

る市町村長の命令に違反したもの 

  二 第三十一条第一項又は第三項の規定に違反した者 

  第三十九条を削る。 

  第三十八条中「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同条を第六十七条とし、同

条の次に次の一条を加える。 

  （主務大臣） 

 第六十八条 第四十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十一条第一項及び第

二項並びに第五十条における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管す

る大臣とする。 

  第三十七条中「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同条を第六十六条とする。 

  第四章を第六章とし、同章の前に次の一章を加える。 

    第五章 中心市街地活性化本部 

  （設置） 



 

 

 第五十六条 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、

内閣に、中心市街地活性化本部（以下「本部」という。）を置く。 

  （所掌事務） 

 第五十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

  一 基本方針の案の作成に関すること。 

  二 認定の申請がされた基本計画についての意見（第九条第七項の規定により内閣

総理大臣に対し述べる意見をいう。）に関すること。 

  三 前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。 

  四 前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの

企画及び立案並びに総合調整に関すること。 

  （組織） 

 第五十八条 本部は、中心市街地活性化本部長、中心市街地活性化副本部長及び中心

市街地活性化本部員をもって組織する。 

  （中心市街地活性化本部長） 

 第五十九条 本部の長は、中心市街地活性化本部長（以下「本部長」という。）とし、

内閣総理大臣をもって充てる。 

 ２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

  （中心市街地活性化副本部長） 

 第六十条 本部に、中心市街地活性化副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、

国務大臣をもって充てる。 

 ２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。 

  （中心市街地活性化本部員） 

 第六十一条 本部に、中心市街地活性化本部員（次項において「本部員」という。）

を置く。 

 ２ 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 

  （資料の提出その他の協力） 

 第六十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の

行政機関、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第

百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）及び地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方

独立行政法人をいう。）の長並びに特殊法人（法律により直接に設立された法人又

は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置

法（平成十一年法律第九十一号）第四条第十五号の規定の適用を受けるものをい

う。）の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め

ることができる。 

 ２ 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規



 

 

定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

  （事務） 

 第六十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副

長官補が掌理する。 

  （主任の大臣） 

 第六十四条 本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう

主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 

  （政令への委任） 

 第六十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 

  第三十六条中「認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、特定事

業及び中小小売商業高度化事業」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、

特定民間中心市街地活性化事業」に改め、第三章中同条を第五十条とし、同条の次に

次の一節を加える。 

     第三節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置 

  （中心市街地整備推進機構の指定） 

 第五十一条 市町村長は、公益法人その他営利を目的としない法人であって、次条に

規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請に

より、中心市街地整備推進機構（以下「推進機構」という。）として指定すること

ができる。 

 ２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所及

び事務所の所在地を公示しなければならない。 

 ３ 推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あ

らかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 ４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示

しなければならない。 

  （推進機構の業務） 

 第五十二条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。 

  一 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他

の援助を行うこと。 

  二 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であつて国土交通省令で定

めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に

参加すること。 

  三 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるもの

の取得、管理及び譲渡を行うこと。 

  四 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。 

  五 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。 



 

 

  六 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業

務を行うこと。 

  （監督等） 

 第五十三条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさせること

ができる。 

 ２ 市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していない

と認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

 ３ 市町村長は、推進機構が前項の規定による命令に違反したときは、第五十一条第

一項の規定による指定を取り消すことができる。 

 ４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

 ５ 第三項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消した場合における前条第三

号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判

断される範囲内において、政令で定めることができる。 

  （情報の提供等） 

 第五十四条 国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必

要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

  （大規模小売店舗立地法の特例） 

 第五十五条 都道府県等は、中心市街地の区域（当該区域内に第三十六条第一項の規

定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合に

おいては、当該定められた区域を除く。）において大規模小売店舗の迅速な立地を

促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域（以下「第二種大

規模小売店舗立地法特例区域」という。）を定めることができる。 

 ２ 第四項において準用する第三十六条第二項の公告の日（第二種大規模小売店舗立

地法特例区域の変更があったときは、第四項において準用する第三十七条第一項に

おいて準用する第三十六条第二項の公告の日）以後は、第二種大規模小売店舗立地

法特例区域（第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変

更後のもの）における大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る

大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出（第

三十七条第三項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる第三

十七条第二項の規定による変更に係る事項の届出及び同法附則第五条第四項の規定

により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項（同

条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出を含む。第五項におい

て同じ。）に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、同法第五



 

 

条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。 

 ３ 第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第五条第一項

及び第六条第二項の規定による届出には、同法第五条第二項（同法第六条第三項に

おいて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を

記載した書類を添付しなければならない。 

 ４ 第三十六条第二項、第四項から第九項まで及び第三十七条第一項の規定は、第二

種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。この場合において、第三十六

条第四項中「認定市町村」とあるのは「市町村」と、同条第五項中「認定市町村は、

認定基本計画を実施するため」とあるのは「市町村は、中心市街地において大規模

小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と読

み替えるものとする。 

 ５ 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止があった場合においては、

当該変更又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に

係る当該変更又は廃止前の大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に

係る大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出

に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、当該変更又は廃止後

においても、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用

しない。 

  第三十五条中「認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、認定特

定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性

化事業者に対し、認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条を第四十九

条とする。 

  第三十四条中「認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定

特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条を第四十八条とする。 

  第三十一条から第三十三条までを削る。 

  第三十条第一項中「特定事業者」を「特定民間中心市街地活性化事業者」に、「特

定事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第十六条第四項」を

「第四十条第四項」に改め、同条第二項中「認定特定事業計画」を「認定特定民間中

心市街地活性化事業計画」に改め、同条第三項中「特定事業者」を「特定民間中心市

街地活性化事業者」に、「特定事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画」

に、「第十六条第四項」を「第四十条第四項」に改め、同条第四項中「認定特定事業

者」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、「認定特定事業計画」を「認定

特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第十七条第一項」を「第四十一条第一

項」に改め、同条第五項中「認定特定事業者」を「認定特定民間中心市街地活性化事

業者」に、「第四条第四項第五号ロ」を「第七条第九項第四号ロ」に、「組合又は」

を「組合若しくは」に、「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事



 

 

業計画」に改め、同条第六項中「認定特定事業者」を「認定特定民間中心市街地活性

化事業者」に、「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」

に、「同法」を「貨物利用運送事業法」に改め、同条を第四十七条とする。 

  第二十九条中「第四条第四項第四号」を「第七条第九項第三号」に、「認定特定事

業者が認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間

中心市街地活性化事業計画」に改め、同条を第四十六条とする。 

  第二十八条中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的

推進に関する法律（以下「中心市街地整備改善活性化法」という。）第二十七条第一

号」を「中心市街地の活性化に関する法律（以下「中心市街地活性化法」という。）

第四十四条第一号」に、「中心市街地整備改善活性化法第二十七条第一号」を「中心

市街地活性化法第四十四条第一号」に、「中心市街地整備改善活性化法第二十七条各

号」を「中心市街地活性化法第四十四条各号」に、「若しくは中心市街地整備改善活

性化法」を「若しくは中心市街地活性化法」に改め、同条を第四十五条とする。 

  第二十七条中「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に改め、同条第一号及び第

三号中「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、

同条を第四十四条とする。 

  第二十六条第一項中「認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号」を「認定特

定民間中心市街地活性化事業計画に基づく第七条第七項第一号から第六号までに定め

る中小小売商業高度化事業又は同条第九項第一号」に改め、「又は認定中小小売商業

高度化事業計画に基づく同条第五項第一号から第六号までに掲げる中小小売商業高度

化事業の実施に必要な資金に係るもの」を削り、同項の表第三条第一項の項中「中心

市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二

十六条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第一項」に改め、同

条第二項中「認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号に掲げる特定事業又は認

定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第五項第七号の中小小売商業高度化事

業」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく第七条第七項第七号に定め

る中小小売商業高度化事業又は同条第九項第一号に掲げる特定事業」に、「中心市街

地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六

条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第二項」に改め、同条第

三項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関

する法律第二十六条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第二

項」に改め、同条を第四十三条とする。 

  第二十二条から第二十五条までを削る。 

  第二十一条の見出しを「（認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等）」に

改め、同条第一項中「認定中小小売商業高度化事業者」を「認定特定民間中心市街地

活性化事業者」に、「中小小売商業高度化事業計画」を「特定民間中心市街地活性化



 

 

事業計画（以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。）」に、「経済

産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、

「認定中小小売商業高度化事業者」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、

「当該認定に係る中小小売商業高度化事業計画（前項の規定による変更の認定があっ

たときは、その変更後のもの。以下「認定中小小売商業高度化事業計画」とい

う。）」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画（前項の規定による変更の認定

があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）」に、「中小小売商業高度化事業

が」を「特定民間中心市街地活性化事業が」に改め、同条を第四十一条とし、同条の

次に次の一条を加える。 

  （独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化業務） 

 第四十二条 機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特

定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って

行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債（社債等

の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短

期社債を除く。）及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。 

  第二十条の見出しを「（特定民間中心市街地活性化事業計画の認定）」に改め、同

条第一項を次のように改める。 

  特定民間中心市街地活性化事業（認定基本計画に記載されたものに限る。）を実施

しようとする者（第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあって

は同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に掲げる者

にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に掲

げる者にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項及び第九項各号に規

定する事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しよう

とする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。）は、単独で又

は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計

画（以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。）を作成し、主務大臣の認

定を申請することができる。 

  第二十条第二項中「中小小売商業高度化事業計画」を「特定民間中心市街地活性化

事業計画」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「中小小売商

業高度化事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同項各号中

「中小小売商業高度化事業」を「特定民間中心市街地活性化事業」に改め、同条第四

項を次のように改める。 

 ４ 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街

地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、そ

の認定をするものとする。 

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号及び



 

 

第八号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。 

  二 当該特定民間中心市街地活性化事業が確実に実施される見込みがあること。 

  三 特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であっ

て当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送

（貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同

じ。）に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送

事業法第六条第一項第一号から第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号

のいずれにも該当しないこと。 

  四 特定民間中心市街地活性化事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合に

あっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件と

して政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地活性化事業者

が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又

は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小

売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。 

  第二十条第五項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条を第四十条とし、

同条の前に次の節名を付する。 

     第二節 認定特定民間中心市街地活性化事業に対する特別の措置 

  第三章の章名及び第十六条から第十九条までを削る。 

  第十五条中「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同条を第二十一条とし、同条

の次に次の十八条を加える。 

  （中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定） 

 第二十二条 中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者（地方公共団体を除

く。）は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実

施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 

 ２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域 

  二 共同住宅の規模及び配置 

  三 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備 

  四 共同住宅の建設の事業に関する資金計画 

  五 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項 

   イ 賃貸住宅の賃借人の資格並びに賃借人の募集及び選定の方法に関する事項 

   ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 

   ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間 

  六 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項 

   イ 分譲住宅の譲受人の資格並びに譲受人の募集及び選定の方法に関する事項 

   ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項 



 

 

   ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための

措置に関する事項 

  七 その他国土交通省令で定める事項 

  （認定の基準） 

 第二十三条 市町村長は、前条第一項の認定（以下この条から第二十九条までにおい

て「計画の認定」という。）の申請があった場合において、当該申請に係る同項の

計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 

  一 第九条第二項第六号に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに

適合するものであること。 

  二 良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するもので

あること。 

  三 都市福利施設（居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下こ

の号及び第七号において同じ。）の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣

接し、若しくは近接するものであること。 

  四 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、

かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。 

  五 住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。 

  六 住宅の規模、構造及び設備が、当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土

交通省令で定める基準に適合するものであること。 

  七 共同住宅の建設の事業（当該事業と併せて都市福利施設の整備を行う場合には

当該都市福利施設の整備に関する事業を含む。）に関する資金計画が、当該事業

を確実に遂行するため適切なものであること。 

  八 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものである

こと。 

   イ 賃貸住宅の賃借人の資格を、次の（１）又は（２）に掲げる者としているも

のであること。 

    （１） 自ら居住するため住宅を必要とする者 

    （２） 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行

う者 

   ロ 賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定

められるものであること。 

   ハ 賃貸住宅の賃借人の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令

で定める基準に従い適正に定められるものであること。 

   ニ 賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものである

こと。 

   ホ 賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める



 

 

期間以上であること。 

  九 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものである

こと。 

   イ 分譲住宅の譲受人の資格を、次の（１）から（３）までのいずれかに掲げる

者としているものであること。 

    （１） 自ら居住するため住宅を必要とする者 

    （２） 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とす

る者 

    （３） 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行

う者 

   ロ 分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められる

ものであること。 

   ハ 分譲住宅の譲受人の募集及び選定の方法並びに譲渡の条件が、国土交通省令

で定める基準に従い適正に定められるものであること。 

   ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、建築基準法

（昭和二十五年法律第二百一号）第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定

による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で

定める基準に従って行われるものであること。 

  （計画の認定の通知） 

 第二十四条 市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府

県知事に通知しなければならない。 

  （認定計画の変更） 

 第二十五条 計画の認定を受けた者（次条から第三十一条まで及び第七十一条におい

て「認定事業者」という。）は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画

（第二十八条及び第三十一条において「認定計画」という。）の変更（国土交通省

令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、市町村長の認定を受けな

ければならない。 

 ２ 前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 

  （報告の徴収） 

 第二十六条 市町村長は、認定事業者に対し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の

状況について報告を求めることができる。 

  （地位の承継） 

 第二十七条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から中心市街地共同住宅供給事

業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に

必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有してい

た計画の認定に基づく地位を承継することができる。 



 

 

  （改善命令） 

 第二十八条 市町村長は、認定事業者が認定計画（第二十五条第一項の規定による変

更の認定があったときは、その変更後のもの。第三十一条において同じ。）に従っ

て中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者

に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

  （計画の認定の取消し） 

 第二十九条 市町村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画

の認定を取り消すことができる。 

  一 前条の規定による命令に違反したとき。 

  二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 

 ２ 第二十四条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準

用する。 

  （費用の補助） 

 第三十条 地方公共団体は、認定事業者に対して、中心市街地共同住宅供給事業の実

施に要する費用の一部を補助することができる。 

 ２ 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲

内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 

  （地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された住宅の

家賃又は価額） 

 第三十一条 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅

供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当

該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に

相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、

契約し、又は受領してはならない。 

 ２ 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動が

あった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後にお

いて当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。 

 ３ 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業

により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利

息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超え

て、契約し、又は受領してはならない。 

  （資金の確保等） 

 第三十二条 国及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必

要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 

  （地方住宅供給公社の業務の特例） 



 

 

 第三十三条 地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業

務の実施に関する事項が定められた認定基本計画に係る認定中心市街地の区域内に

おいて、地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほ

か、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施並びに中心市街地共同住宅供

給事業として自ら又は委託により行う共同住宅の建設と一体として建設することが

適当である商店、事務所等の用に供する施設及び当該共同住宅の存する団地の居住

者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。 

 ２ 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公

社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条

に規定する業務及び中心市街地の活性化に関する法律第三十三条第一項に規定する

業務」とする。 

  （地方公共団体による住宅の建設） 

 第三十四条 地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施その他の認定中心

市街地の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な

居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。 

 ２ 国は、地方公共団体が認定中心市街地の区域内において第二十三条の基準に準じ

て国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲

内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補

助することができる。 

  （地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例） 

 第三十五条 認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第八条の規定の適用に

ついては、同条中「人口五十万以上の市」とあるのは、「人口五十万以上の市若し

くは中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定市町村である

市」とする。 

  （大規模小売店舗立地法の特例） 

 第三十六条 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下

この条、次条及び第五十五条において「都道府県等」という。）は、認定中心市街

地の区域（当該区域内に第五十五条第一項の規定により第二種大規模小売店舗立地

法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除

く。）のうち、大規模小売店舗（大規模小売店舗立地法（平成十年法律第九十一

号）第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。）の迅速な立地を

促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域（以下「第一

種大規模小売店舗立地法特例区域」という。）を定めることができる。 

 ２ 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めたときは、経済産業

省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。 

 ３ 前項の公告の日（第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、



 

 

次条第一項において準用する前項の公告の日）以後は、第一種大規模小売店舗立地

法特例区域（第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変

更後のもの）における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法第五条、

第六条第一項から第四項まで、第七条から第十条まで、第十一条第三項、第十四条

及び附則第五条の規定は、適用しない。 

 ４ 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとすると

きは、当該区域の存する認定市町村と協議しなければならない。 

 ５ 認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府

県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を記載した書面をもって第

一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請することができる。 

 ６ 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとする場

合において必要があると認めるときは、公聴会の開催その他の住民等（当該第一種

大規模小売店舗立地法特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う

者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の団体その他の当該第

一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について意見を有する者をいう。第八項及

び第九項において同じ。）の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとす

る。 

 ７ 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとするときは、

あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第一種大規模小売店舗立地

法特例区域の案を公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければなら

ない。 

 ８ 前項の公告に係る第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案には、次項の規定に

より住民等が当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について都道府県等に

意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載

した書類を添付しなければならない。 

 ９ 第七項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日ま

でに、縦覧に供された第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について、都道府

県等に意見を提出することができる。 

 10 第一種大規模小売店舗立地法特例区域において大規模小売店舗を設置する者は、

その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当

該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。 

 11 前項の大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該大規模小売店舗

を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う当該大規模小売店舗の維持

及び運営に協力するよう努めなければならない。 

 第三十七条 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は、第一種大規模小売店舗

立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。 



 

 

 ２ 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止の際当該変更又は廃止によ

り第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売

店舗を設置している者は、前項において準用する前条第二項の公告の日以後最初に

大規模小売店舗立地法第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をし

ようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲

げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。

この場合においては、同法附則第五条の規定は、適用しない。 

 ３ 前項の規定による変更に係る事項の届出は、大規模小売店舗立地法第六条第二項

の規定による届出とみなす。 

 ４ 第二項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、大規模小売

店舗立地法第五条第一項の規定による届出とみなす。ただし、同法第五条第三項及

び第四項並びに第七条から第九条までの規定は、適用しない。 

  （独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業

務） 

 第三十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下この条及び第四十二条におい

て「機構」という。）は、認定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業

を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業務を行う。 

  一 認定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行う者に対

し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受け

てこれらの施設（イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設

を含む。）の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。 

   イ 商業基盤施設 

   ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の

技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関

する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品

若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設 

  二 認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は

当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの

賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 

 ２ 機構は、前項の業務のほか、認定中心市街地における商業の活性化を促進するた

め、展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その

他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業であって、認定中心市街

地における商業の活性化に資するものに必要な資金の出資を行う。 

 ３ 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四

年法律第百四十七号）第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を

受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 



 

 

  一 認定中心市街地における第一項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供

する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡 

  二 第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用

に供する工場若しくは事業場（以下この号において「工場等」という。）の整備

と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に

供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡 

  三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活

性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る

技術的援助 

  （共通乗車船券） 

 第三十九条 運送事業者は、認定基本計画において第九条第二項第八号イに掲げる事

項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うた

め、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を

対象とする共通乗車船券（二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて

共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内

で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。）

に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところに

より、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。 

 ２ 前項の届出をした者は、鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第十六条第

三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法（大正十年法律第七十六号）第十一条第

二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七

号）第八条第一項後段（同法第二十三条において準用する場合を含む。）の規定に

よる届出をしたものとみなす。 

  第十四条第一項中「定めた」の下に「場合であって、当該基本計画が第九条第六項

（第十一条第二項において準用する場合を含む。）の認定を受けた」を加え、「同条

第一項」を「同法第四条第一項」に改め、同条第三項中「第六条」を「第六条第一項

又は第三項」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の三条を加える。 

  （中心市街地公共空地等の設置及び管理） 

 第十八条 地方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内に

おける国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物（以下この

条において「土地等」という。）の所有者との契約に基づき、当該土地等に緑地、

広場その他の公共空地、駐車場その他当該認定中心市街地の区域内の居住者等の利

用に供する国土交通省令で定める施設（以下「中心市街地公共空地等」という。）

を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理することができる。 

  （都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例） 

 第十九条 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地



 

 

等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する

法律（昭和三十七年法律第百四十二号）第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保

存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条

第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構（中心市街地の活性化に関す

る法律第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。

以下同じ。）」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「推進機

構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。 

  （民間都市開発法の事業用地適正化計画の認定の特例） 

 第二十条 認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業（民間都市開発法第二条第二

項に規定する民間都市開発事業をいう。）の用に供する一団の土地の形状、面積等

を適正化する計画について、民間都市開発法第十四条の二第一項若しくは第二項又

は第十四条の十三第一項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第十四

条の三の規定（民間都市開発法第十四条の十三第二項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）の適用については、民間都市開発法第十四条の三第一号中

「次に掲げる」とあるのは、「次のイ、ハ及びニに掲げる」とする。 

  第八条から第十三条までを削る。 

  第七条第一項中「基本計画において定められた土地区画整理事業」を「認定基本計

画において第九条第二項第四号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業」に、

「基本計画において定められた中心市街地（以下「特定中心市街地」という。）」を

「認定基本計画において定められた中心市街地（以下「認定中心市街地」とい

う。）」に、「交通施設、情報処理施設その他の特定中心市街地の区域内の住民等の

共同の福祉又は利便のため必要な施設」を「都市福利施設（認定中心市街地の区域内

の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。）」に改め、「第十条第一

項の規定により指定された」を削り、「基本計画において前条第二項第四号」を「認

定基本計画において第九条第二項第五号」に、「の用に供する」を「又は公営住宅等

（認定基本計画において第九条第二項第六号に掲げる事項として土地区画整理事業と

併せてその整備が定められたものに限る。）の用に供する」に改め、同条第二項中

「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律第七条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項」に改め、同

条を第十六条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。 

    第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置 

     第一節 認定中心市街地における特別の措置 

  第二章の章名を削る。 

  第六条の見出しを「（基本計画の認定）」に改め、同条第一項中「市街地の整備改

善及び商業等の活性化の一体的推進に関する」を「中心市街地の活性化に関する施策

を総合的かつ一体的に推進するための」に、「作成する」を「作成し、内閣総理大臣



 

 

の認定を申請する」に改め、同条第二項第一号及び第三号中「中心市街地における市

街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進」を「中心市街地の活性化」に改め、

同項第五号及び第六号を次のように改める。 

  五 都市福利施設を整備する事業に関する事項 

  六 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給

のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関す

る事項（地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進する

ことが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共

同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項） 

  第六条第二項に次の六号を加える。 

  七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のた

めの事業及び措置に関する事項 

  八 第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事

業に関する事項 

   イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業 

   ロ 特定事業 

  九 第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する

事項 

  十 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

  十一 その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

  十二 計画期間 

  第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。 

 ４ 市町村は、第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは、第十五条第

一項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に

定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心

市街地活性化協議会が組織されていない場合には、第二項第七号に掲げる事項につ

いて当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなけれ

ばならない。 

  第六条第五項から第七項までを次のように改める。 

 ５ 市町村は、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する

業務の実施に関する事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方住宅供給

公社及びその設立団体（地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第四

条第二項に規定する設立団体をいい、当該市町村を除く。）の長の同意を得なけれ

ばならない。 

 ６ 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった基本計画が次に掲げる

基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 



 

 

  一 基本方針に適合するものであること。 

  二 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程

度寄与するものであると認められること。 

  三 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

 ７ 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活性

化本部に対し、意見を求めることができる。 

  第六条に次の四項を加える。 

 ８ 内閣総理大臣は、第六項の認定をしようとするときは、第二項第四号から第十号

までに掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣その他の当該

事項に係る関係行政機関の長（次条、第十二条及び第十三条において単に「関係行

政機関の長」という。）の同意を得なければならない。 

 ９ 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に

通知しなければならない。 

 10 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び第四項の規定に

より意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認

定を受けた基本計画（以下「認定基本計画」という。）の写しを送付するとともに、

その内容を公表しなければならない。 

 11 都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認

定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。 

  第六条を第九条とし、同条の次に次の六条を加える。 

  （認定に関する処理期間） 

 第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月

以内において速やかに、同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。 

 ２ 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関

する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第八項の同意について同意又は

不同意の旨を通知しなければならない。 

  （認定基本計画の変更） 

 第十一条 市町村は、認定基本計画の変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）

をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

 ２ 第九条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更に

ついて準用する。 

  （報告の徴収） 

 第十二条 内閣総理大臣は、第九条第六項の認定（前条第一項の規定による変更の認

定を含む。）を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）に対し、認定基本計

画（認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）の実施

の状況について報告を求めることができる。 



 

 

 ２ 関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画（第九条第二項第四号か

ら第十号までに掲げる事項に限る。）の実施の状況について報告を求めることがで

きる。 

  （認定の取消し） 

 第十三条 内閣総理大臣は、認定基本計画が第九条第六項各号のいずれかに適合しな

くなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、

内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならな

い。 

 ２ 関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意

見を述べることができる。 

 ３ 第九条第九項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。 

 ４ 市町村は、前項の規定により準用する第九条第九項の規定により通知を受けたと

きは、遅滞なく、その旨を、都道府県及び同条第四項の規定により意見を聴いた中

心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に通知するとともに、公表し

なければならない。 

  （認定市町村への援助等） 

 第十四条 認定市町村は、中心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じ

て得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよ

う。政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることがで

きる。 

 ２ 中心市街地活性化本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果

を当該認定市町村に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法に

より公表しなければならない。 

 ３ 国は、認定市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な

情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 

 ４ 前三項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、当該認定基本計画の円滑かつ

確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 

  （中心市街地活性化協議会） 

 第十五条 第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定

基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一

体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者

は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会

（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

  一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図る

のにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者 

   イ 中心市街地整備推進機構（第五十一条第一項の規定により指定された中心市



 

 

街地整備推進機構をいう。次条、第十八条及び第十九条において同じ。） 

   ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うこと

を目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの 

  二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図る

のにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者 

   イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所 

   ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された公益法人

又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの 

 ２ 中心市街地において、第九条第二項第四号から第八号までに規定する事業を実施

しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されて

いない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を

組織するよう要請することができる。 

 ３ 第一項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、

内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府

令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 

 ４ 第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であ

って協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会

に申し出ることができる。 

  一 当該中心市街地において第九条第二項第四号から第八号までに規定する事業を

実施しようとする者 

  二 前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する

者 

  三 当該中心市街地をその区域に含む市町村 

 ５ 前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、

正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。 

 ６ 協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への

参加を要請することができる。 

 ７ 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業

基盤整備機構の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法

律第六十二号。第二十条において「民間都市開発法」という。）第三条第一項の規

定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の

表明、説明その他の協力を求めることができる。 

 ８ 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を求めることができる。 

 ９ 協議会は、市町村に対し、第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする

基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べる



 

 

ことができる。 

 10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の

構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

 11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるも

のとする。 

  第五条の見出しを削り、同条第一項中「主務大臣」を「政府」に、「中心市街地に

おける市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する」を「中心市街地

の活性化を図るための」に改め、同条第二項中「につき、次条第一項の基本計画の指

針となるべきもの」を削り、同項第一号を次のように改める。 

  一 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

  第五条第二項中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号

の次に次の一号を加える。 

  二 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

  第五条第二項第五号を次のように改める。 

  五 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項 

  第五条第二項に次の六号を加える。 

  六 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地

における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上

のための事業に関する基本的な事項 

  七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の中心市街地におけ

る商業の活性化のための事業及び措置に関する基本的な事項 

  八 第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事

業に関する基本的な事項 

   イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業 

   ロ 特定事業 

  九 第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する

基本的な事項 

  十 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な

事項 

  十一 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項 

  第五条第三項から第六項までを次のように改める。 

 ３ 政府は、基本方針を定めるに当たっては、前項第四号から第八号まで及び第十号

に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものと

する。 

 ４ 内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部（第五十六条に規定する中心市街地活性

化本部をいう。次条及び第十四条において同じ。）が作成した基本方針の案につい



 

 

て閣議の決定を求めなければならない。 

 ５ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本

方針を公表しなければならない。 

 ６ 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければなら

ない。 

  第五条に次の一項を加える。 

 ７ 第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

  第五条を第八条とし、同条の次に次の章名を付する。 

    第三章 基本計画の認定等 

  第四条第五項を削り、同条第四項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三

号中「第二十七条」を「第四十四条」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号

を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を削り、同項を同条第九項とし、同条中

第三項を削り、第二項を第三項とし、同項の次に次の五項を加える。 

 ４ この法律において「都市福利施設」とは、教育文化施設、医療施設、社会福祉施

設その他の都市の居住者等の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。 

 ５ この法律において「公営住宅等」とは、地方公共団体、地方住宅供給公社その他

公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃

貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。 

 ６ この法律において「中心市街地共同住宅供給事業」とは、この法律で定めるとこ

ろに従って行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業並びにこれ

らに附帯する事業をいう。 

 ７ この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、次の各号に掲げる者が実施

（第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、第一号又は第二号に掲げる者の組合

員又は所属員による実施を含む。）をする当該各号に定める事業をいう。 

  一 中小小売商業振興法（昭和四十八年法律第百一号）第四条第一項に規定する商

店街振興組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代

化を図るために行う同項に規定する事業（事業の用に供されていない店舗を賃借

する事業を含む。） 

  二 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 主として中小小売商業者

である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を一の団地に集団

して設置する中小小売商業振興法第四条第二項に規定する事業 

  三 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための中小

小売商業振興法第四条第三項第一号に規定する共同店舗等（第六号において「共

同店舗等」という。）の設置の事業 

  四 協業組合 中小小売商業振興法第四条第三項第二号に定める事業 

  五 二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる



 

 

事業として営む会社（合併後存続している会社を含む。） 当該会社の店舗等

（中小小売商業振興法第四条第三項第二号に規定する店舗等をいう。次号におい

て同じ。）の設置の事業 

  六 二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している

会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等

の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等

の設置の事業 

  七 商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める

要件に該当するもの（以下「特定会社」という。）若しくは民法（明治二十九年

法律第八十九号）第三十四条の規定により設立された法人（以下「公益法人」と

いう。） 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商

業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第四条第六項に規

定する事業（事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。） 

 ８ この法律において「特定商業施設等整備事業」とは、商業基盤施設又は相当規模

の商業施設を整備する事業（前項に掲げるものを除く。）をいう。 

  第四条中第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。 

  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、

「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第四号か

ら第七号までのいずれかに該当するものをいう。 

  一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種

（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に

属する事業を主たる事業として営むもの 

  二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が百人以下の会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令で定める業種を除

く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

  三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号の政令で定める業種

を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

  四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の政令で定める業種を除

く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

  五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並び

に常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人

であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

  六 企業組合 



 

 

  七 協業組合 

  八 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及び

その連合会であって、政令で定めるもの 

  第四条に次の一項を加える。 

 10 この法律において「特定民間中心市街地活性化事業」とは、中小小売商業高度化

事業、特定商業施設等整備事業及び特定事業であって民間事業者が行うものをいう。 

  第四条を第七条とし、同条の次に次の章名を付する。 

    第二章 基本方針 

  第三条の次に次の三条を加える。 

  （国の責務） 

 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、

中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

  （地方公共団体の責務） 

 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自

然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、

効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

  （事業者の責務） 

 第六条 事業者は、第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又

は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力を

するよう努めなければならない。 

  附則第二条から第四条までを次のように改める。 

 第二条から第四条まで 削除 

  附則第五条第一項及び第二項中「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に、「認

定中小小売商業高度化事業者」を「中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間

中心市街地活性化事業者」に改める。 

  附則第六条から第十五条までを削る。 

 （特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止） 

第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法（平成三年法律第八十二号）は、

廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。 

 （検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、第一条の規定による改正後の中心市街



 

 

地の活性化に関する法律（以下「新法」という。）の施行の状況について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 （中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律の一部改正に伴う経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の中心市街地における市街

地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律（以下「旧法」とい

う。）第六条第一項の規定により作成された基本計画（以下「旧基本計画」とい

う。）において同条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて旧法

第七条第一項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による

当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前

の例による。 

第四条 この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により指定されている中心市

街地整備推進機構は、新法第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備

推進機構とみなす。 

２ 前項において指定されたものとみなされた中心市街地整備推進機構は、新法第五十

二条各号に掲げる業務のほか、旧法第十一条第二号に掲げる業務を行うものとする。

この場合において、旧法第十二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の

例による。 

第五条 この法律の施行の際現に旧基本計画に旧法第十四条第一条の規定による路外駐

車場の整備に関する事項が定められている場合における同条第二項の規定による特定

駐車場事業概要を定める手続及び同条第三項の規定による都市公園の地下の占用の許

可については、なお従前の例による。 

第六条 この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により認定の申請がされた同項

の特定事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていな

いものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。 

２ 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第十六条第一項の特定事業計

画は、第六項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第十七条第二項の認定

特定事業計画とみなす。 

３ 前項の特定事業計画を実施する者は、附則第九条第二項、第十条第一項、第十二条、

第十三条及び第十五条の規定の適用については、旧法第十七条第一項の認定特定事業

者とみなす。 

４ 第二項の特定事業計画に基づく旧法第四条第四項第二号に掲げる特定事業は、附則

第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高

度化支援等事業とみなす。 

５ 第二項の特定事業計画に係る旧法第四条第四項第三号の中心市街地食品流通円滑化

事業は、附則第十一条の規定の適用については、旧法第二十七条第一号の認定食品流



 

 

通円滑化事業とみなす。 

６ 旧法第十七条第二項の認定特定事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお

従前の例による。 

第七条 旧法第十九条第二項の中小小売商業高度化事業構想の変更の認定及び取消しに

ついては、なお従前の例による。 

第八条 この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定により認定の申請がされた同項

の中小小売商業高度化事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処

分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例によ

る。 

２ 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第二十条第一項の中小小売商

業高度化事業計画は、第五項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第二十

一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。 

３ 前項の中小小売商業高度化事業計画を実施する者は、附則第十条第一項及び第十五

条の規定の適用については、旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者

とみなす。 

４ 第二項の中小小売商業高度化事業計画に基づく旧法第四条第五項第七号の中小小売

商業高度化事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二

項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。 

５ 旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画の変更の認定及び取消し

については、なお従前の例による。 

第九条 この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項（同項第二号に係る部分に限

る。）の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）が

整備し、又は管理している同号に規定する工場若しくは事業場又は施設に係る同号に

規定する機構の業務については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に関する旧法第二十二条第二項第一号に規定

する債務の保証については、なお従前の例による。 

第十条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者及び旧法第二十一条第一項の認定中小小

売商業高度化事業者に関する旧法第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性

化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証について

の同条に規定する中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）の特例に

ついては、なお従前の例による。 

２ 旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する公益法人で

あって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業

信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものに

ついての旧法第二十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。 

第十一条 旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業に係る同条各号に規定する



 

 

食品流通構造改善促進機構の業務については、なお従前の例による。 

第十二条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第二十九条の規定による道

路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）の特例については、なお従前の例による。 

第十三条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第三十条の規定による貨物

利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）及び貨物自動車運送事業法（平成元年法

律第八十三号）の特例については、なお従前の例による。 

第十四条 この法律の施行の日前に、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画又は旧法

第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設を設置した

者について、地方公共団体が旧法第三十四条の規定により不動産取得税又は固定資産

税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十

一号）第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、

なお従前の例による。 

第十五条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者及び旧法第二十一条第一項の認定中小

小売商業高度化事業者に関する旧法第三十六条に規定する報告の徴収については、な

お従前の例による。 

 （罰則の適用に関する経過措置） 

第十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新法第三十六条第一項に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域又は新法第

五十五条第一項に規定する第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る公告の日前に

した当該公告に係る区域内の大規模小売店舗（大規模小売店舗立地法（平成十年法律

第九十一号）第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。）に係る行為に対する

大規模小売店舗立地法の罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置） 

第十七条 この法律の施行の際現に行われている民間事業者の能力の活用による特定施

設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関す

る臨時措置法を廃止する法律（平成十八年法律第▼▼▼号。以下「特定施設整備法等

廃止法」という。）附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特

定施設整備法等廃止法附則第十一条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進

に関する特別措置法第九条の債務の保証に係る機構の業務については、特定施設整備

法等廃止法附則第十二条の規定は、なおその効力を有する。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

 （都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正） 



 

 

第十九条 都市開発資金の貸付けに関する法律（昭和四十一年法律第二十号）の一部を

次のように改正する。 

  第一条第一項第二号ホ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性

化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「第六条

第一項の基本計画が作成された」を「第九条第一項に規定する基本計画が同条第六項

の認定を受けた」に、「第七条第一項の特定中心市街地」を「第十六条第一項に規定

する認定中心市街地」に改め、同条第二項第二号中「中心市街地における市街地の整

備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十条第一項」を「中心市街地

の活性化に関する法律第五十一条第一項」に改め、「中心市街地整備推進機構」の下

に「で政令で定めるもの」を加え、「第十一条第三号」を「第五十二条第三号」に改

める。 

 （都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第二十条 前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項

（第二号ホに係る部分に限る。）及び同条第二項（第二号に係る部分に限る。）の規

定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

 （印紙税法の一部改正） 

第二十一条 印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）の一部を次のように改正する。 

  別表第三の文書名の欄中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性

化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「第二十

二条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。 

 （登録免許税法の一部改正） 

第二十二条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第一第百三十九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性

化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に改め、「。

以下「中心市街地整備改善活性化法」という。」を削り、「第三十条第一項」を「第

四十七条第一項」に、「中心市街地整備改善活性化法第十六条第一項（特定事業計画

の認定）の規定による特定事業計画」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十条

第一項（特定民間中心市街地活性化事業計画の認定）の規定による特定民間中心市街

地活性化事業計画」に、「中心市街地整備改善活性化法第十七条第一項（特定事業計

画の変更の認定）の規定による特定事業計画」を「同法第四十一条第一項（認定特定

民間中心市街地活性化事業計画の変更等）の規定による認定特定民間中心市街地活性

化事業計画」に改める。 

 （独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正） 

第二十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）の

一部を次のように改正する。 



 

 

  第十五条第一項第九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性

化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「中心市

街地整備改善活性化法」を「中心市街地活性化法」に、「第二十二条第一項」を「第

三十八条第一項」に、「並びに同条第二項の規定による債務の保証及び出資」を「及

び同条第二項の規定による出資並びに中心市街地活性化法第四十二条の規定による債

務の保証」に改め、同条第二項第四号中「中心市街地整備改善活性化法第二十二条第

三項」を「中心市街地活性化法第三十八条第三項」に改め、同条第五項中「中心市街

地整備改善活性化法第二十二条第一項」を「中心市街地活性化法第三十八条第一項」

に改める。 

  第十八条第一項第二号中「中心市街地整備改善活性化法第二十二条第二項」を「中

心市街地活性化法第三十八条第二項及び第四十二条」に改める。 

  第二十二条第一項中「中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一項第二号」を

「中心市街地活性化法第三十八条第一項第二号」に改める。 

  附則第八条の三第二号中「係る」の下に「中心市街地における市街地の整備改善及

び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律（平成十八年

法律第▼▼▼号）附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる」を

加える。 

 （構造改革特別区域法の一部改正） 

第二十四条 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）の一部を次にように

改正する。 

  第三十五条を次のように改める。 

 第三十五条 削除 

  附則第四条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同

項を同条とする。 

  別表第二十五号中「中心市街地における商業の活性化事業」を「削除」に改める。 

 （構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置） 

第二十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第

三十五条第一項の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する

構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新法第五十五

条第一項の規定により都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百

五十二条の十九第一項の指定都市を含む。）が第二種大規模小売店舗立地法特例区域

として定め、その内容について新法第五十五条第四項において準用する新法第三十六

条第二項の規定により公告をした区域とみなす。 

 （株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律の一部改正） 

第二十六条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律



 

 

等の一部を改正する法律（平成十六年法律第八十八号）の一部を次のように改正する。 

  附則第百十六条を次のように改める。 

  （中心市街地の活性化に関する法律の一部改正） 

 第百十六条 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）の一部を

次のように改正する。 

  第四十二条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法

律」に改める。 

 （内閣府設置法の一部改正） 

第二十七条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第三項第五十四号の次に次の一号を加える。 

  五十四の二 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第九条

第一項に規定する基本計画の認定に関すること。 



 

 

     理 由 

 近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化にか

んがみ、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に

推進するため、中心市街地の活性化に関する基本理念等を定めるとともに、市町村が作

成し内閣総理大臣による認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置等を集

中的に講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


